
 
 

        

 

 

    

 

 

【令和７年度 上下水道局 工事契約締結についての報告】 

 

 

 

 

 

  〇公共下水道整備事業 御前南第一地区・・・・・・・ Ｐ.１ 

   資料１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ.２ 

 

令和７年 1 2 月定例会 

建 設 環 境 常 任 委 員 会 

提出資料（上下水道局） 



 
 

 

 

【根拠法令等】 

 

・地方公営企業法 

（地方自治法の適用除外） 

第 40 条 地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分 

については、地方自治法第 96条第１項第５号から第８号まで及び第 237条第２項及

び第３項の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。 

 

【参考】 

 

・地方自治法 

（議決事件） 

第 96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

５ その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結する

こと。 

 

・郡山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第５号の規定により議                                                                                                                                                                                                                    

会の議決に付さなければならない契約は、予定価格が１億５千万円以上の工事又は

製造の請負とする。 



 

 

 

【令和７年度 上下水道局 工事契約締結についての報告】 

 

１ 契約の名称  公共下水道整備事業 御前南第一地区 

 

２ 事 業 場 所   郡山市御前南一丁目 外 地内 

 

３ 事 業 概 要   下水道施設の設計及び施工 

整備延長 L＝６,694ｍ 

                

４ 契約の締結日  令和７年11月20日 

 

５ 契 約 工 期   着手 令和７年11月21日 

 

完成 令和10年8月31日 

 

６ 契 約 金 額   金 1,061,500,000 円 

 

７ 入札の方法  公募型プロポーザルによる随意契約 

 

８ 契約の相手方  郡山市亀田一丁目 51 番１１号 

ダイリ建設・平晋建設特定建設工事共同企業体 

          代表取締役 渡邉 浩章 

 

（公募型プロポーザル参加者） 特定建設工事共同企業体（JV） 3者  

 

９ 支 出 科 目   令和 7 年度 下水道事業会計（５か年継続費 令和６～10 年度） 

資本的支出 

（款） ４ 下水道事業資本的支出 

             （項） １ 建設改良費 

              （目） １ 管渠費 
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御前南第二地区

静御前通り御前南第一地区

位置図

公共下水道整備事業 御前南第一地区

下水道施設の設計及び施工
   施工延長 L＝６,６９４ｍ

（設計）測量・設計・地質調査
  （施工）管路・公共桝・ポンプ施設

資料１
《 DB方式（設計・施工一括 発注方式）》

施工例

－Ｐ.２－

公共桝

御前南第一地区
の写真

断面図

●

汚水管
（Φ200ｍｍ）

R6 R7 R8 R9 R10

95,700 1,355,900 1,484,800 142,300 62,000

 

公共下水道整備事業（富田東地区・御前南地区）〈 継続費計：3,140,700千円 〉     

CL

（千円）

工事概要

全体事業費及び年割額 （R6-R10継続事業）

（ 歩 道 ） （ 車 道 ）
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